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は　じ　め　に

　2020年度に「精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの構築に係る検討会」が行われ，「精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム」（以下，「にも包括」）に関し

て，自治体の精神保健のほか，居住支援，ピアサポート，

人材育成など広い範囲が話し合われた．そのなかで，自治

体の精神保健については，（ⅰ）市区町村が「にも包括」

構築の中心となること，（ⅱ）保健所や精神保健福祉セン

ターなど自治体の精神保健機関が重層的支援体制によって

市区町村を支援することなどが確認された5）．

　ただ，自治体の精神保健といっても，それがわれわれの

臨床にどのように関係するのか，多くの精神科医にとって
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特　集

これからの「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
―いわゆる「にも包括」を考える―

自治体の精神保健からみた
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

野口　正行

　2020年度の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」にお

いて，市区町村を中心として「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」（以下，「に

も包括」）の構築が行われることが確認された．わが国では市区町村，保健所，精神保健

福祉センターなど自治体の精神保健機関と精神科医療機関とは法律，予算，キャリアなど

で重なることが少なく，精神科医にとっては，「にも包括」の意義は理解しにくいところが

ある．しかし，実際には市区町村，保健所など地域保健の機関でも精神保健に関する相談

を受けることが多く，対応に苦慮することが多い．特に，ひきこもり，未治療や治療中断

などの精神障害者など，医療につながりにくいメンタルヘルス課題を抱える人たちへの対

応で困難をきたしている．このような事例では医療的判断を求められることが多く，今後

「にも包括」を市区町村が中心になって構築する際には，精神科医療機関によるバック

アップ体制と，治療契約が困難な人に対しては保健所・精神保健福祉センターなど自治体

の精神保健機関のバックアップ体制との両方を整備することが求められる．しかし，自治

体の機関はいずれも人員体制の不足が大きな課題となっており，この点の充実が求められ

る．またそもそも市区町村が精神保健相談を受ける法的義務がないという点も含めて，精

神保健の重要性が自治体で位置づけられていないという課題もある．この点の体制整備も

求められる．

索引用語	 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム，精神保健，市町村，保健所，精神保健福祉センター
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はイメージしにくいのが現状であろう．本稿では，上記の

検討会で自治体の精神保健について検討されたことを紹介

しながら，精神科臨床との関係にもふれつつ，今後の方向

性と課題について書きたい．

　結論から言えば，（ⅰ）自治体の精神保健と精神科医療

で制度や予算の関係から両者の間に分断が生じているこ

と，（ⅱ）自治体の機関でもメンタルヘルスの課題は重要

な位置を占めていること，（ⅲ）特に複合的な課題を抱え

た困難事例への支援体制をどう作るかが重要であること，

（ⅳ）そのためには自治体の精神保健機関では市区町村・

保健所・精神保健福祉センターで重層的な支援体制を作る

ことが大切であること，（ⅴ）精神科医療機関も自治体の

精神保健機関と連携しながら，困難事例への対応が期待さ

れること，（ⅵ）この体制が機能するためには自治体の人

員体制をはじめとした課題があることを以下に述べたい．

Ⅰ．「にも包括」と自治体の精神保健相談の実態

1．	自治体の精神保健と精神科医療

　多くの精神科医にとっては，市区町村や保健所，そして

精神保健福祉センターなどが精神保健機関としてどのよう

な役割をもっているのかわかりにくいことには理由があ

る．わが国では，医療機関は民間機関が 8割を占めてお

り1），法律では『医療法』や『精神保健福祉法』などが活

動の根拠になる．財源は診療報酬による．一方で，精神保

健は基本的に自治体の機関が担っている．これらの機関は

『地方自治法』『地域保健法』『精神保健福祉法』などの法

律に基づいた業務を行う．財源は自治体の予算が基本にな

る．自治体病院でなければ，自治体と病院との間に人事交

流はほとんどなく，キャリア形成でもそれぞれ交わること

は少ない．このように組織として精神科医療と精神保健は

それぞれ独立性が高いため，お互いの実情についての情報

は伝わりにくい．このような状況のため，精神科医が精神

保健機関についてイメージしにくいと考えられる．わが国

ではこのほか「福祉」の領域もあり，『障害者総合支援法』

に基づいた活動を行い，精神障害者の生活支援で重要な役

割を担っているが，保健や医療と別の領域になっており，

これらの間の連携関係をどのように確保するかが大きな課

題となっている．「にも包括」の必要性の根幹には，このよ

うに保健・医療・福祉が分かれている現状がある．

2．	市区町村や保健所における精神保健に関する相談支援

の実態

　市区町村は母子，高齢者，障害福祉，生活保護など，保

健所でも母子，難病，災害対策，医療連携調整など幅広い

業務を行っている．精神保健はその業務の一部であるが，

少なからぬ精神保健の相談支援を市区町村，そして保健所

は受けている．

　このような全国の市区町村の精神保健相談の実態と課題

を整理するため，2020年度に著者らは厚生労働科学研究

において全国の市区町村に対する調査を行った3,13）．この

調査でわかったのは，市区町村が受けている相談の多くに

メンタルヘルスの問題が関係していることである．それら

の相談への対応については，「ある程度に困難を抱えてお

り，対応に苦慮している」と「対応が困難である」と答え

た市区町村がおよそ半数近くに上った．対応が困難な相談

の内容としては，図 1で示したように，「受診拒否」「ひき

こもり」「虐待」「大声・威嚇」「アルコール・薬物」「発達

障害」などが挙げられた．そしてこうした困難な問題に対

して，対応が可能になるために必要な体制については，「人

員体制の充実」に加えて，「保健所からのバックアップ」

「精神科医療の充実」「精神科医療との連携強化」「精神保

健福祉センターからのバックアップ」などが挙げられた．

　保健所については，少し前の調査11）になるが，今後重要

になる業務についての質問で，「困難事例の相談・訪問支

援」を「大変大きい」と回答した保健所が最多であった．

この項目については，94％の保健所が「大変大きい」ある

いは「大きい」と答えており，保健所にとって困難事例，

すなわち上記のような事例への対応が最も優先度が高い精

神保健業務であることがうかがわれた（図 2）．

　以上の調査から，市区町村や保健所（そしてそれをバッ

クアップする精神保健福祉センター）が対応を迫られてい

るのは，支援が必要だがニーズが不明確な人，あるいは複

合的な課題があって純粋に医療機関の対象とは言いにくい

人，医療や福祉などの支援契約ができにくい人，などであ

ると考えられる．こうした事例は，精神科医からすれば，

やや周辺的な患者層に該当するかもしれない．しかし，地

域ベースでみてみると，実はこのような事例は少なくはな

い．日本ではひきこもりについては調査が行われ，15～39

歳では人口の 1.63％，40～64歳で 1.45％がひきこもりの

状態にあることが報告されている8,9）．この数字は日本全体

で推計すると 100万人以上になることから衝撃をもって受

け止められたことは記憶に新しい．このほか，海外の研究
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図 1　市区町村での対応が特に困難な個別相談の内容
市区町村数＝1,267．複数回答：5つまで
※いずれの自治体も受診拒否（未治療・医療中断）やひきこもり，虐待事例を対応困難と回答．
（文献 3,13 より作成）
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図 2　今後重要な業務（全保健所）
（文献 11より引用）
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では，治療から脱落した重度の精神障害者については，

30％ほどにのぼることが報告されている7,14）．このような

患者のなかで，支援が必要な事例として認識されるが医療

機関の受診に結び付けられない人たちの存在が，市区町村

から課題として挙げられているわけである．以上からうか

がえるように，先述のような市区町村などの精神保健機関

が対応を迫られている精神保健ニーズは，全体としては決

して小さくはないといえる．

　そもそも精神科医療だけではメンタルヘルスニーズに対

応が十分できるわけでもないことは他の報告からもわか

る．例えばWorld Mental Health Surveyという精神保健医

療に関する国際調査では，わが国で気分障害や不安障害や

物質使用障害などの精神障害があるにもかかわらず，精神

科医療を利用しなかった人は 65％以上であった12）．カナ

ダにおける自殺既遂者の分析では，既遂前 1年間における

精神科外来や入院治療を受けた人はそれぞれ 39.8％と

21.0％だった15）．このように精神障害や自殺に至るような

問題があっても，精神科受診につながらない人が多いとい

う実態がある．もちろんこのような実態の背景には精神科

受診へのスティグマがあると考えられるため，偏見除去の

普及啓発活動が重要であることは言うまでもない．しか

し，いずれにしても，これらの実態から考えると，メンタ

ルヘルスの課題を抱えている人たちの対応窓口として，身

体科医療機関での精神科対応能力の向上に加えて，さまざ

まな生活課題を相談する窓口である市区町村をはじめとし

た精神保健機関を整備することも重要であるといえる．こ

うした背景もあり，市区町村などの精神保健機関が「にも

包括」でも相談支援の窓口を担うことが改めて焦点になっ

ている．

3．	「にも包括」における支援の基本構造

　「にも包括」の基本的な骨格については図 3のようにな

ることが先の検討会で確認された5）．先行する高齢者の地

域包括ケアシステムと同様に，「にも包括」でも市区町村
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図 3　精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に係る各機関の役割の整理
・�精神障害にも対応した地域包括ケアシステムは，地域共生社会の実現に向かっていくうえでは，欠かせないものであり，精神障害の有無や程
度にかかわらず，誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう，重層的な連携による支援体制を構築することが適当．
・�構築に際しては，精神障害者や精神保健（メンタルヘルス）上の課題を抱えた者などの日常生活圏域を基本として，市区町村などの基礎自治
体を基盤として進める必要がある．また，精神保健福祉センターおよび保健所は市区町村との協働により精神障害を有する方などのニーズや
地域の課題を把握したうえで，障害保健福祉圏域などの単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築することが重要．

（文献 5より引用）
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が中心となり構築することになる．市区町村が「にも包

括」の中心として精神保健相談を受ける体制とすることの

メリットは大きい．1つには住民に身近な場所であり，日

本全体をカバーしており，医療機関と異なり地域偏在とい

う問題がない．2つ目には，市区町村の業務には障害福祉，

介護保険，生活保護，生活困窮，健康保険，住居，教育な

どさまざまな分野が含まれており，精神障害を有した人た

ちへの幅広い生活支援を行うための部署が備わっている．

このことは相談の間口が広いことも意味しており，さまざ

まな窓口でメンタルヘルスの課題を抱えた人の相談を受け

付けることができる．3つ目には，母子，学校，高齢者な

ど多世代にわたる支援の枠組みがあり，家族全体をみなが

ら相談を考えることができる．このような基盤があるた

め，市区町村が窓口として精神保健相談を受けるメリット

は大きい．

　その一方で市区町村だけでは困難な支援もある．1つに

は，医学的治療が必要な精神障害者への対応は市区町村だ

けでは行えない．この場合には精神科医療機関の協力が必

要になるが，市区町村によっては精神科医療機関が管轄エ

リア内にない．このような市区町村では，保健所が他エリ

アの精神科医療機関と市区町村とをつなぐ役割を果たすこ

とが必要になる．2つ目は，医療拒否が強い精神障害が疑

われる人たちについての対応である．拒否が強い人たちを

医療機関につなぐことは難しいことが多い．この場合に

は，保健所や精神保健福祉センターなど精神保健機関が連

携しながら粘り強く対応することが必要になる．このよう

に，市区町村が一次的窓口として相談対応をするとして

も，市区町村だけでは対応が難しい事例に対するバック

アップの仕組みを作ることが，市区町村がきちんと相談を

受ける体制を構築するために大切である．

　以上をまとめると，市区町村を精神保健相談の窓口とし

つつも，重度の精神障害などの課題を有する場合には，保

健所・精神保健福祉センターなどの自治体の精神保健機関

によるバックアップ体制や精神科医療機関によるバック

アップ体制を作ることが必要になるということである．こ

こでバックアップ体制について補足しておくと，重度の精

神障害者は，金銭管理，住居管理，ゴミ捨てや保清，近隣

付き合い，光熱費の支払いなどの多種多様な生活課題が複

数存在する．こうした場合，障害福祉サービスなどととも

に，複数の生活課題への対応部署を有する市区町村が一緒

に支援に加わることは重要である．その点では，バック

アップ体制といっても，市区町村が医療機関や保健所など

に支援をバトンタッチする形ではなく，市区町村の支援に

他の機関が加わって一緒に支援する体制が大切であるとい

える．この，機関が重なり合って支援する「重層的支援体

制」がこれからの「にも包括」の支援体制の基本的構造と

なることをここで強調しておきたい5）．

　こうした重層的支援体制があることで，市区町村が支援

を自分たちで丸抱えしなければならないというプレッ

シャーをもたずに支援を行うことができる．実際に重層的

体制で支援がうまくいった成功体験を積み重ねれば，市区

町村が精神保健に積極的にかかわるようになる可能性があ

る．そうなれば，さまざまなニーズをもった事例に支援を

届けやすくなることも期待できるだろう．こうした形で支

援が広がり，支援からこぼれ落ちる人たちが少なくなるこ

とが「にも包括」がめざすところである．

4．	精神科医療機関のかかわり

　それでは，精神科医療機関はこれに対してどのようにか

かわることになるのだろうか．これについては「かかりつ

け精神科医」という言葉が検討会の報告書5）にも盛り込ま

れたが，内容については十分に検討されたわけではない．

今後期待されるものの 1つとして，在宅医療の充実が挙げ

られるだろう．先述の調査で市町村が「精神科医療の充

実」について具体的に挙げたもののなかでは，精神科医の

訪問体制が必要であるという回答が 56.0％と最も多かっ

た2）．これは危機に陥っているが，医療機関に自ら受診す

ることができない人たちなどへの対処として求められてい

ることである．高齢者の地域包括ケアシステムでも在宅医

療は重要な領域であるが，精神科医療では在宅医療はまだ

少ない．今後，市区町村などの精神保健機関や他の地域支

援機関などと協働で，事例への訪問支援にあたる体制を作

ることが精神科医療機関に期待されていることの 1つであ

る5）．このような場合に医療機関に期待される役割は，薬

物療法など医療が必要かどうかの評価（そして可能な場合

にはその実施），入院を含めた緊急性の判断とその調整，そ

して支援者チームの全体を見通してサポートとバックアッ

プを行うことなどである．ちなみに保健所の調査でも，業

務遂行に重要な体制整備として，98.8％の保健所が「精神

科医の協力」が重要であると回答した2）．これには困難事

例への対応に対する協力以外にも，措置診察やその他の精

神保健業務への協力が含まれると予測される．いずれにし

ても，精神科医療機関が果たすことができる役割は多い

が，これについては本特集の別の論者に委ねたい．
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Ⅱ．自治体の精神保健の課題

　以上のような重層的支援体制を作るための自治体の課題

はなんだろうか．この体制が有効になるためには，自治体

の支援者が，支援ニーズをきちんと評価すること，そして

必要な人を必要な支援につなげ，支援全体を俯瞰しながら

他の支援者と一緒に支援にかかわることが重要である．こ

れを本人の困りごとに沿った形で行うためには，それなり

の人員体制が必要になる．

　しかし，自治体の機関は行財政改革の一環として，施設

数を大幅に減らしている．市区町村数は「平成の大合併」

により，1999年度には 3,232市区町村であったのが，2010

年度には 1,727市区町村，2021年度には 1,724市区町村と

なっており，最初の 10年あまりで 47％の減少となってい

る16）．保健所であれば，1996年度に 845ヵ所あったが，

1997年度から急激に減少しており，2021年度は 470ヵ所

となっており，20年あまりで 44％の減少をみている17）．

自治体の機関としては管轄の広域化，すなわち体制の縮小

が行われている．その結果として，こまやかな地域支援が

行いにくくなったことが報告されている10）．先に述べた市

区町村の調査でも，精神保健相談への対応を行うためには

人員体制の充実が必要であるとの意見を述べた市区町村が

多かった2,3,13）．保健所についても，人員体制の不足は指摘

されており，厚生労働省が実施した調査でも，業務遂行の

ためには保健師の増員が重要であると回答した保健所は

88.9％に達した2）．ちなみに，保健所の人員体制の脆弱性

は，昨今の新型コロナウイルス感染症の蔓延で明白に示さ

れたところである．精神保健福祉センターは都道府県，政

令市に必置の，精神科医が配置されている機関である．し

かし，東京都に 3ヵ所ある以外は，基本的に各都道府県と

政令市に 1ヵ所である．平均的なセンターでは常勤職員が

13名で，精神科医が 1名のセンターも多い4,13）．これは精

神医療審査会および精神障害者保健福祉手帳の手続き，自

立支援医療（精神通院医療）の判定の事務局を含めた人数

であるので，都道府県エリアの精神保健の困難事例への支

援を行う人数としては，かなり心細い人員体制であると言

わざるをえない．実際に精神保健福祉センターへの調査で

は，「にも包括」構築に必要な対応として，「人員体制の充

実」が最上位に挙げられている4,13）．すなわち，精神保健

相談を受ける窓口の市区町村の人員体制も精神保健相談を

受けていくためには十分ではなく，市区町村をバックアッ

プする保健所や精神保健福祉センターも人員体制が脆弱で

あるのが現状である．こうした人員体制の課題も報告書5）

で記載されたところであり，今後の「にも包括」構築のた

めには重要な課題であるといえる．

　人員体制とも関連することでは，「にも包括」の法的な

位置づけの問題がある．市区町村の精神保健相談について

は，精神保健福祉法では努力義務にとどまっている．それ

ゆえ，精神保健相談を行わなければいけない法的義務がな

い．法的義務がない以上，体制整備に必要な人員配置もな

いし，予算的措置もないという事情がある．市区町村の精

神保健の人員配置を増やすには，市区町村の精神保健相談

の法的な位置づけも必要になる．同様のことは保健所や精

神保健福祉センターの人員体制についても該当する．これ

らの機関の人員体制強化のためには，自治体における精神

保健の然るべき位置づけ，予算措置が欠かせないと思われ

る．ちなみに，厚生労働省「地域で安心して暮らせる精神

保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」が 2022年 6月

に報告書を出し，同年 12月に精神保健福祉法の改正が決

定されたが，市区町村が精神保健相談を積極的に担うため

の環境整備は今後の課題にされた6）．この点がどうなるの

かを注視していく必要があるだろう．

お わ りに	
―これからの「にも包括」の方向性―

　「にも包括」が具体的にどのような形になるのかについ

ては，まだこれからの段階である．しかし，こうした重層

的支援体制についてどのように予想できるだろうか．

　もしそれぞれの機関が自機関の利害や存続だけを優先し

た場合，全体としての圏域の精神保健医療福祉体制が分断

されて，必要な人に必要な支援が届かないという事態が悪

化しうる．その結果，課題がこじれて支援に難渋する事例

が増加し，支援者がそれに追われて十分な対応ができなく

なり，さらに困難な事例が積み上がる，という悪循環の事

態が起こることも想定される（図 4）．8050問題など，治

療を受けられないメンタルヘルスの課題を抱えた人を，家

族が支えきれなくなって破綻をきたす事態はすでに各地で

起こっている．今後このような事態が一層深刻になること

も懸念される．

　それに対して，「にも包括」がめざすのは，重層的支援体

制を作り，相談事例を医療機関や市区町村がまずは受け付

ける．そのなかで複合的な課題があり，対応が困難な場合
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には早めに関係機関が協力しながら対処し，課題がこじれ

て解決が難しくなる事態を回避する流れを作る．これによ

り，ひきこもりの長期化，治療中断からの非自発的入院，

頻回の救急受診，入院の長期化などを少なくしていく．そ

の結果として，早期対応も含めた予防的活動に支援リソー

スをなるべく割り当てていく．このような好循環が「にも

包括」のめざすところであろう（図 5）．

　もちろん，このような形にすぐにもっていくことは難し

いし，そもそも「にも包括」による支援体制でわが国の精

神保健医療福祉の支援ニーズの総体を本当にカバーできる

のかどうかもわからない．しかし，これから日本が直面す

る高齢化，人口減少そして家族機能や共同体機能の弱体化

の同時進行という波の巨大さを考えると，「にも包括」の

めざす重層的支援体制を抜きにした方向に活路があるとは

考えにくい．こうした危機意識を共有しながら，精神科医

も自治体をはじめさまざまな関係者との協力関係を作って

いくことがこれからは必要だろう．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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Tasks for Municipalities and Prefectures in
Charge of Building Community‒based Integrated

Care Systems for People with Mental Health Problems
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　　The Ministry of Mental Health and Welfare confirmed in March 2021 that the municipali-

ties would have a key role in building a community‒based integrated care system for people 

with mental health problems. The Japanese health care system consists of medical, public 

health, and welfare sections, which are relatively independent from each other. The public 

health sector is comprised of municipal and prefectural organizations, including the public 

health center and mental health and welfare center. The public health sector supports people 

who are reluctant to receive psychiatric treatment in spite of the presence of mental health 

problems, including hikikomori patients and those with severe mental health problems disen-

gaged from psychiatric treatment. In the community‒based integrated care system for people 

with mental health problems, municipalities are supposed to accept consultations from people 

with mental health problems as a first contact point, and they are supposed to ask for support 

from the other public health sectors, including the public health center and mental health and 

welfare center. They are also supposed to refer them to psychiatric institutions, including psy-

chiatric clinics and psychiatric hospitals. Given the shortage of human workforce in public 

health sectors, we should reinforce human resources for the public health sector for this system 

to operate effectively.
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